
松本大学健康首都会議
地域防災への取り組み

いのちの見える化に向けた挑戦

• 令和５年３月5日

松本市島内地区 島高松町会

町会長 髙山拓郎



島内地区は、松本市の北西部に位置し、西からの
梓川、南からの奈良井川、倭橋上流で分かれ新橋
の上流で奈良井川に注ぐ榑木川（古梓川）に囲ま
れた平地と、奈良井川の東側の丘陵地帯からなる。
そして、「島内」は、梓川と奈良井川の間の平地
で島をなしていることから、「嶋之内」とよばれ
たといわれている。
また、梓川と奈良井川が合流した犀川周辺は、松
本市で一番低い標高555ｍ。

島高松町会は、昭和５３年に人口の急増による都
市化が進展し高松町会から分離して新たな町会と
してスタートした。
公共施設としてはし尿処理施設としてのあずさセ
ンター及びあずさ運動公園が地区の北側に位置し
ている。

世帯数（戸） 男 女 計

島内地区 ５，４２０ ６，０３０ ６，３７０ １２，４００

島高松 ７０１ ７０３ ７６６ １，４６９
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【令和４年度 基本方針】
1.ここに暮らすすべての住民がともに支え合
い・助け合う「健康でふれあいのある町会」の
実現にむけ町会行事等への積極的な参加を
呼びかけます。

2.伝統行事を次の時代に継承すべく取り組み
ます。また、町会のだれもが参加しやすいイ
ベントやスポーツ活動により、隣組や常会の
「つながり」を高めます。

3.島高松ひろばあり方検討委員会の報告に
そったひろば整備のための準備をすす
めます。

4.「自らの地域は自らが守る」を基本に、前年
度に引き続き島内地区防災モデル町会として
の活動に取組み、予測しがたい災害への備え
を着実に進めるとともに、各部・会が連携し、
交通安全・防火・防犯活動等の充実を図ります。

助けあいの町づくり研修会

ふれあい健康教室 百歳体操

伝統行事学習会 大宮神社等祭典

三九郎 各スポーツ大会

各サークル活動

モデル常会活動

家族防災の日

自主防災活動
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■ 「権限強化」の趣旨
市内35地区の「地域づくりセンター権限強化」

の一環として昨年度から実施。住民自治を促進し、
本庁ではなく地区が権限を持って決められる体
制づくりを目指す。

■ 「権限強化」の試行内容
⑴ 地域づくりセンター長補佐の配置
⑵ 自治支援交付金の試行

ア 交付金の一括化
イ 有志グループ等への財政支援

⑶ 地区担当保健師の駐在化
■ 令和4年度実施地区

庄内・島内・芳川・四賀・寿・岡田・里山辺・奈川

地域づくりセンター権限強化モデル事業

島内地区地域づくりセンター資料より
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■ モデル事業の重点課題テーマ
■ 地区･町会単位の防災体制の構築 → 「モデル町会」を選定して活動構築

■ モデル事業を通じた地区としての目標
■ 防災を切り口として町会活動を再構築し、地区が支援する体制をつくる。

その際、日常からの「福祉活動」をつなげる。
■ 他町会が活用できるモデルを構築する。
■ 活動構築にあたり、地区・町会だけでなく、地区内の事業所や学校のほか、

大学やNPO等の力を活用する。
■ PDCAが自律的に根付き、無理なく持続可能な運営にする。

島内地区としては…重点課題 「防災」

町会（を基盤とした）活動 町会（を基盤とした）活動

地区 町会活動への支援

事業所 大学

島内地区地域づくりセンター資料より



島高松町会
令和３年度より

モデル事業着手

防災を切り口とし

た「安全で安心」

の町会づくり

大規模地震の際

近助による共助

により命を守る

地域の「つなが

り」の希薄化

大災害時に大きな

被害につながる

地域の防災力を

高める必要

地域は高齢者、障害者、子ども

など世代や背景の異なるすべて

の人々の生活の本拠地

自分たちの命を守

るためには自分た

ちが考えることが

大切

「他人事」でなく「我がこと」

として行われてこそ参加する人

の暮らしの豊かさが高まる

地域の実態として何

ができ何ができない

か知ること必要

近所の命の見える化

高齢化によりより多く

の人の生活の中心が職

場から地域に移る

生活の基盤としての地域

の重要性が一層高まる

まずは小さな単位

で考えてみよう
命の置き去りを防ぐ

つながりのある地域が

できる期待
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無から有の

創造

気づかない

町民ｚｚｚ

ｚｚ

眠りを起こ

す
新しい関係性

の創造

心の底に眠っ

ているもの

見えざるニー

ズ、ウォンツ

つながりの

見える化

町会の再発見

小さな寄合を

たくさん

町民で

よかっ

た
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令和3年度 推進手順

8

R3 7月30日（金） 自主防災役員会

松本大学防災科学研究所 所長 木村教授の問題提起

8月21日(土） 第１回5常会組長会 組長に対する説明会とワークショップ

８月２３日（月） 地域づくりセンター機能強化防災モデル事業実行委員会キックオフ会議

９月１３日（日） 指定避難所（島内体育館）運営委員会について

９月１５日(水) 自主防災３役会議

・第１回組長会議の意見等について ・話し合いフォーマット案について

９月２５日(土) 第２回５常会組長会議

・第１組長会の意見要望等について考え方、方向性について回答

・フォーマットについて

１０月２４日（日） 町会 家族防災の日

１０月～１１月 モデル常会各組において取り組み

R4 1月17日（日） 自主防災本部会議 安否確認訓練について

２月１１日(日） ５常会安否確認訓練実施

3月 ５日（土） 第３回自主防災会役員会

・安否確認振り返り ・令和４年度取り組みについて
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①隣組単位で避難行動を的確にとるためにどうした

らよいか

②介助、助けが必要な人にだれがどのように手を貸

していくか

③指定避難所を含めどのように確保、運営するか

松本大学防災科学研究所所長木村教授の問題提起
（令和３年7月30日町会役員向け講演会）
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このうち、①・②についてモデル常会を設けて検討することとした

① 隣組単位で避難行動を的確にとるためには
→避難の単位としていちばん最小なのは「隣組」。隣組単位で集
まって安否確認し、必要があれば救助または救助要請し、避難所
へ避難する。イメージを隣組の中で共有しておくことは必要。

② 要援護者にだれがどのように手を貸していくか
→行政が作成する「避難行動要支援者名簿」の活用方法が議論され
るが、個人情報の取り扱いが難しい。
隣組など小さい単位であれば、お互い様なので情報を取得しやす

い。

→モデルの第5常会の隣組長へ説明を行った。（令和３年８月21日）



期待される効果：町会と町民の関係性が健康であり続けること

■あらゆる場面で結果を住民に還元していくことで、町会に対す る
参画意識が少しずつ向上する。

■方針を決める際には参加者の意見をまんべんなく聞くことが大切。

■「町会だより」に意見と町会としての方針を示すことで参加意識の
向上が期待できる。

■「見える化」することが町会の存在感を高めることに通ずる。

取り組みに当たって・・・・
一人ひとりの「いのち」を見える化を進める以上、
町会側からの一方通行の取り組みにしない。
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隣組でみんなで話し合ってほしいこと留意事項
話し合いの項目 話し合いの時、留意したいこと

⑴ 隣組でどこに集ま
りますか？

隣組内の情報を集めるための「拠点」の意味があります。隣組内だけではなく、隣組の
外でもこの情報を必要とする場合があります。
「組長宅前」「○○さんの駐車場」など、隣組内で、分かりやすく集まりやすい場所に

してください。

⑵ 安否確認はどのよ
うに行いますか？

「救出」を隣組内でスムーズに行うためにも安否確認は必須です。
「隣組で集まるときに自宅の情報を持ち寄ろう」「まずは集合して、来ないお宅を手分

けして確認しよう」「無事なお宅は白布を玄関に掲げてもらおう」「安否確認済んだお宅
には玄関に付箋を貼っておこう」など、安否確認時のルールを決めてください。

⑶ 避難はどのように
行いますか？

経路と避難場所を決めておいてください。「避難するときは隣組は一緒に」「○○を
通って町会の公民館へ行く」「島内体育館へ避難し、そのことを島高松本部へ○○が報告
する」などについて話し合いをお願いします。

⑷ 同じ組に避難する
とき手助けが必要
な人はいますか？

避難するときに手助けが必要な方がいれば、どんな支援が必要か、支援を隣組内で誰が
担うかを決めておいてください。
なお、町会側には、「支援が必要な人が何軒･何人、支援できる人が何軒･何人」を昼･

夜･休日でご報告いただければ結構です。「誰が」「誰を」の報告は必要ありません。



■第5常会隣組長会グループワーク（8月21日（土）19:00～20:30）で
出された意見に対する町会としての考え方（抜粋）

１組は、集合場所

は公民館がいいと

思う

毎年組長が変わるので、

集合場所は公民館がいい

と思う

地震を想定した場合、

集合場所は（島高松）

ひろばがいいのでは？

4組の範囲は広い。集合

場所を中心ぐらいに決

めておくほうが良い

集合場所は固定す

る

⇒隣組内での話し合い結果を尊重します

が、島高松公民館を集合場所にすると、

隣組の安否確認や救出支援の情報のやり

取りに支障出ることが考えられます。

隣組内のどこか集まりやすいところに

決めておく方が良いと考えます。

１ 集合場所

132023/03/05

第5常会 47 世帯 164人 アパート 54 室 計 101 世帯 ９組



２ 隣組での話し合いの持ち方

隣組だからといってみん

なが仲良くしているとは

限らない、話し合いを持

つには…

この件について話し合い

ましょうと言ったときに、

全員参加で意見を出して

もらうのは難しい。提案

→決定になりそう

アパート住まいという事

で、色々な方面からの住

人の集まりです。地域の

ことに詳しくない現実、

コミュニティが狭い

９戸が集まっての話し合

いは難しいのでは。集ま

る機会が今は少ない公民

館掃除くらいだ

⇒いろいろな方法が考えられます。

①話し合いの機会を持つ

②組長が訪問して情報を集める

③組に「手助けの必要な人」がいない場合は安否確認だけ

は行うことを組内に周知する

等、隣組の実情に応じて実施してください。

町会としては、こうした時だからこそ①の実施を推

奨します。

なお、話し合い時の経費は、常会活動費を利用して

ください。
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3 町会住民、常会への事前周知

島高松ではこういうことをすることにしたと、上の方が先に

全員に話してほしい

モデル町会、隣組説明会の資料を全戸分欲しい。皆に配って話

し合いを進めたい

やろうとしていることはとても大切なことだからこそ、皆に周

知させてほしい

⇒組ごとに話し合い等を実施する前に町会と常会の連名で実施

事項の周知を図ります。

その際、説明会の資料は参加者数分用意します。
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4 隣組のあり方

一年ごとに組長が変わるので、引継ぎ等が難しい

組長が一年で代ってしまうので、組内の誰かが役員のような立場でい

た方がいいのではないか？

災害担当者を決めた方がいいと思う

⇒引継ぎが難しいのは確かです。引継ぎができるよう、隣組で話

し合って確認しておくことが次につながります。

災害担当を組内で固定することは結局、任せっぱなしの無関心

につながってしまうという心配はありますが、命を守ることが目

的なので、役割分担で、組によって組長が担うところと災害担当

者を固定するところがあっても良いと考えます。

なお、災害時に、隣組長や災害担当だけが苦労するのではなく、

上手に組内で役割分担をしてください。
162023/03/05



情報収集

各世帯の昼の人員、

夜の人員把握 誰が

動けるか把握

時間帯・曜日での在宅人

数などの情報があった方

がいい

要支援者と思われ

る人の拾い出し

家族構成がわかる（教

えてもらえる）家は教

えてもらう

要援護者の支援は昼・夜の場合

で決め、支援者に対して１人だ

けでなく、2人くらいで行った

方がいいのでは？

隣組の名簿と人員を作成し

ておく（チェック表に使

う）

回覧での意見集約

⇒どのような情報を把握しておくことが災害時の安否確認や避難

支援に必要かをイメージしていただきながら、話し合いを進めて

ください。

支援に必要な人数もその人の状態によって異なると思われます。

できるだけフォーマットに落とし込むようにします
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情報管理
台帳（個人情報あるた

め）は決まった人が管

理した方がいい

組長が隣組だけの連絡

係等の組織図づくり。

アパート

隣組のつながりは大切

だと思うがまずは大家

さんが取りまとめてく

れるといい

組に隣接した、アパー

トの対応

⇒今回はあくまで、
「だれに」「どんな支
援が必要」で、「だれ
（とだれが）が支援す
るか」を決めればよい
だけなので、情報を台
帳化する必要はありま
せん。

182023/03/05

６ 情報管理等



５常会４組話し合い結果
令和３年１０月３０日（土）
午後７時 島高松公民館

１．出席者 ××× ××××
２．話し合い結果

（１）隣組でどこに集まるか

平日 明るいとき

平日 暗いとき

土日祝日

〇〇宅東側市道を
南へ行った十字路

夜間停電の場合は〇〇
宅（蓄電池設備あり）



安否確認ルートと手助けが必要な家族数 ＊印 介助・車椅子必要な家族数

02
47-＊＊＊＊
090-＊＊＊＊-

03
47-＊＊＊＊
090-＊＊＊＊-

04
47-＊＊＊＊
090-＊＊＊＊-
＊女性１名
車椅子必要

09
47-＊＊＊＊
090-＊＊＊＊-

05
47-＊＊＊＊
090-＊＊＊＊-

06
47-＊＊＊＊
090-＊＊＊＊-
＊男女各１名

介助・車椅子必要

10
090-＊＊＊＊-

07
47-＊＊＊＊
090-＊＊＊＊-
＊男女各１名
車椅子必要

組長 常会長

09（エリア情報
取りまとめ05～

10）

01（エリア情報
取りまとめ01～

04）
町会長

安否確認の方法 携帯電話及び玄関先へ目視できるものを出す

01
47-＊＊＊＊
090-＊＊＊＊-



避難行動（原則）避難行動は緊急集合場所で
全員の安否を確認の後避難所を目指す

参考：昼夜別家族数

世 帯 主
平日の明るい時

（うち介助等の必要な人数）
平日の暗いとき

（うち介助等の必要な人数）
休日（土日祝）

（うち介助等の必要な人数）

：：： ：：： 0 3 3

：：： ：：： 0 4 4

：：： ：：： 2 2 2

：：： ：：： 1 6 6

：：： ：：： 1（１） 8（１） 8（１）

：：：：：： 2 2 2

：：： ：：： 1 5 5

：：： ：：： 3（２） 6（２） 6（２）

：：： ：：： 3（1） 4（１） 4（１）

計 13（４） 40（４） 40（４）

＊3：車椅子１台、蓄電設備あり

＊5：車椅子２台、発電機２台あり

＊2：変則勤務あり

＊4：変則勤務あり



2023/03/05 22

総戸数
確認
戸数

留守
戸数

在宅率
％

在宅
者数

確認終
了まで
の時間
（分）

課題

1組 8 7 1 88 18 12

2組 ６ 6 0 100 13 10

3組 9 8 1 89 20 9

4組 9 7 2 78 25 10

5組 6 6 0 100 11 6

6組 9 8 1 89 18 7

島高松
ハイツ

7 5 2 71 12 16
家主が自主的に対応

してくれた

計 54 47 7 87 117
平均
１０分

島高松町会モデル常会安否確認訓練総括表（第５常会）
令和4年2月11日（金）午後1時発災



成果と課題

モデルとなった第5常会の隣組内での話し合いが進み、避難支援や避難

行動への理解、共助の重要性に対する理解が進んだ。

町会として災害を想定しながら、日ごろから関係づくり進めておける

ように隣組内での話し合いを推奨した。

今後2年間で第1～４常会へどう展開していくかが課題。

（モデル事業に限らず）話し合いを経て、結果を住民に還元していく

ことでることで、町会に対する参画意識が出て来つつある。

町会への未加入者や、アパートやマンションなど、防災を切り口にど
のようにかかわっていくか、課題が大きい。
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令和４年度
１ 実行委員会を設置した
モデル町会として各常会の取り組みを一元的にサポートすることに加
え、要支援者についてはより詳細に情報共有可能とするために設置す
るもの。必要に応じて関係組織の参加を可能とする。（地域包括支援
センターなど）
２ 実行委員会の構成

町会１０役・防災理事・民生委員
島内地区地域づくりセンター
アドバイザー：松本大学地域防災科学研究所

３ 令和４年度モデル常会
初年目 第１常会 戸建６3世帯 アパート４５室 計１０８世帯

第３常会 戸建８８世帯 アパート１７室 計１０５世帯
２年目 第５常会 戸建４７世帯 アパート５５室 計１０２世帯
2023/03/05 24
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R4 6月１５日（水） 第１回防災モデル町会実行委員会 ・今年度の取り組みについて ・グループ討議 他

７月３０日（土）第１回自主防災役員会 ・モデル常会について ・総合防災訓練について
自主防災研修会講師：松本大学地域防災科学研究所

尻無濱教授 演題：「住民主体の地域防災（仮題）」
８月２０日（土）モデル常会隣組長説明会とワークショップ ・第５常会をモデルにパターン化して提案
９月 １日（木）第２回防災モデル町会実行委員会

隣組長会議に向け課題の整理 要援護者に対する支援の具体化について
９月 ３日（土）モデル常会隣組長会議

ワークショップで出された課題等に対する方向性等について共有化し取り組みスタート

取組期間約２か月間

９月２５日（日） 第２回自主防災役員会 ・総合防災訓練について
１０月２３日（日） 長野県総合防災訓練参加 ３３名
１１月１９日（土） モデル常会組長会議 ・成果物のプレゼンとワークショップ
１１月２７日（日）第３回防災モデル町会実行委員会 ・町会安否確認訓練実施について
1２月１８日（日）島高松町会安否確認訓練

R5 １月２１日（土）第４回防災モデル町会実行委員会 ・安否確認訓練振り返りと次年度に向けた取り組みについて

令和4年度 推進手順



■「防災」と「福祉」をつなげた町会活動の大きな学習機会として活かす

□ここに暮らす人が本当にこうあってほしいと願っていることかどうか常に確認し
ながら取り組みを進める

■町内への情報発信を定期的に行うことで意識を高めていくこと

□すべての隣組が成果を上げることができることが望ましいが、できないことを嘆
くより「見える化」できた取組を積み上げていく考え方（できていないこと探しはし
ない）

■各常会・組の自主的な取り組みへの進化を見据えながら進める必要有り（町民自
身の手で創り上げることができれば理想的）

□持続可能な取り組みとするためにも、最低年1回の情報更新と隣組長の引継ぎを
担保できる仕組み必要

実行委員会（第1回（2022/06/15）

グループ討議を進めるにあたって共有化したこと

2023/03/05 26



島高松町会第１常会・
第３常会組長会議

令和４年８月２０日（土）
午後７時

島高松公民館

1. 開会

２．挨拶

３．会議事項

（1）地域づくりセンター機能強化モデル事業について

島内地区地域づくりセンター 勝家センター長

（2）これまでの経過と具体的取り組みについて

（3）その他

４．グループ討議 課題整理

５．閉会

2022/0820
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取り組み具体策
万が一大地震が発生した場合、まず安否の確認が最優先となります。その安否確認を隣組単位で行います。指定
避難所（島内体育館）までの具体的な流れは以下の通りです。特に誰が誰の安否確認を行うか「昼・夜・休日」の場
合を想定して各組で話し合いを進めて下さい。特に弱者（要支援者）に対して誰と誰が誰に声をかけるかを決め
ておいてください。この取り組みは『いのち』を救うことを前提に取り組まれますので全員の参加が必要です。誰
かに任せっぱなしにしないことが大切です。＊家屋の倒壊等の被害が無くても震度５強以上の場合安否確認のみ
実施

発災
自身の身の安全

を確保

家族の安否の確

認

両隣の安否の確

認

組で決めた集合

場所へ

安否の報告（常

会長へ報告）

避難が必要な場

合

組内の要支援者

を島内体育館へ

けが人がいる場

合
救護班へ連絡

救出が必要な場

合

救護救出班へ連

絡

命を守るための

措置

組内の安否確

認・避難終了
常会長に報告
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時代の変化とともに町会の「つながり」が弱くなったという声をよ

く聞きます。大切なことは隣近所がお互いに「助けて」と言えるこ

とです。災害はいつか必ず起こります。この機会に向こう三軒両隣

が、いざというとき支え合える関係を築いておくことは決して無

駄ではありません。お互い様で「いのち」を支え合いましょう。近所

の「いのち」の見える化を通じてつながりのある地域を作っていく

ことこそ地域の防災力を高めることに通じます。

話し合ってほしいこと
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意見等 意見等に対する考え方（案）

８月２０日（土）開催　モデル常会組長会（第１＆第３）グループワーク意見要望等への考え方

内容

取組み
内容・方

法

隣組で
の話し
合いの
方法

・（防災について）取り組む内容が大きく多すぎて何
をしてよいかわからない。
・ 隣組の人達にこのテーマをどうやって理解してもら
うか？
・急に隣組で話し合うのは難しいので、あらかじめ回
覧やお便りがあると進め易い。
・組の人が集まって話し合いが出来るか心配である。
・隣組での話し合いってどうやるのか。
・組の話し合いは公民館の掃除の時に行いたい。

各組単位の「安否確認・避難行動計画」作成期間はおよそ２か月を見込んでいます。この
間に各組長は隣組の皆さんに声をかけていただき、８月２０日（土）の資料やこの回答を
参考にしながら話し合いを進めてください。町会からは予め各戸配布で取り組みの趣
旨等を記載した文書をお配りし、理解が進むよう努めます。次年度以降は新しい組長さ
んにより見直し等が必要な場合、常に修正等を行って、最新の情報としておく計画で
す。
　話し合いの会場は公民館が使いやすいと思います。お手数でもお出かけ下さい。尚、
疑問点等は常会長又は担当副町会長を決めてありますので遠慮なくお問い合わせくだ
さい。

組長の
位置づ

け

・組長が変わったときどうするのか
・避難所は組長は変わるので固定した方は良い。
・現実的に隣組で昼間や夜間の連携ってどうするの
か
・被災した場合、隣組長としての役割もあるが、職場
での立場上、職場へ向かわなくてはならない。

　組単位での安否確認や避難支援体制を確認する「安否確認・避難行動計画」を作成す
ることになりますので、組長が交代しても引き継がれる前提です。災害時は、指定避難
所は島内体育館ですので、基本的にはそれに沿った計画をお願いします。なお、「一時
集合場所」は島高松公民館で市に報告してありますが、相当数の人が島高松公民館を目
指すことも想定され、混乱する事態も考えられます。基本的には集合場所から指定避難
所である島内体育館へ避難していただくことでご理解ください。また、在宅の状況が昼
と夜、休日等と平日で異なります。話し合いの表も３つのパターンを想定していますの
でそれに沿って計画してください。
　なお、勤務先のBCP（事業継続計画）に基づき職場を優先せざる得ない場合が想定さ
れます。その場合、どなたがそうであるか、組内で共有を図るようお願いします。組長が
職場に行かなければならないといった場合は、だれがその組長の役割を引き受けるの
かについても話し合ってください。

災害の初動

・大規模災害で情報が入らない場合、どのように判断
して動いたらよいかわからない。
・避難や安否確認が必要となる災害規模（震度）がわ
からない。

　まずは自身の安全を確保いただくことです。周囲の状況から判断して、安否確認の必
要性があると判断された場合は迷わず取り組みを頂くことが大切です。当町会として
は震度５強以上の地震が発生した場合は安否確認を行うこととします。
　
（松本市）
市が指定する避難所は「災害による住家の損壊、滅失などにより避難を必要とする避難
者を臨時的に収容すること」を目的にしています。
　市では、震度6弱以上で職員が自動参集することになっており、基本的に避難所が設
置されます。この場合は「避難」と「安否確認」の両方が必要となります。震度5弱から5
強では、「避難」が必要な場合と「避難」までは必要でない場合があります。「避難所」は、
市が必要と認めた場合に設置しますが、市民から「避難所開設の要望がある」ことが一
つの要件なので、避難所設置がをスムーズに行うためにも「安否確認」は重要な活動だ
といえます。
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令和４年９月5日

島高松町会
第１常会 各位
第３常会 各位

島 高 松 町 会 長
島高松町会第１常会長
島高松町会第３常会長

大規模地震発生に備えて
近所に住む人たちの「いのち」をお互いに支える仕組み
「安否確認・避難行動計画」づくりに取り組んで下さい

私たち町民は大規模地震の際共助による救出支援体制は重要であるとの認識はありますが、

誰が、誰を、どのようにして、どこへ避難させるのか手探り状態であるのが現実です。

令和３年度には松本市が取り組む地域づくりセンター（出張所）機能強化の一環として防災モデ

ル事業が創設されその、当町会がモデル町会となりました。 従来から取り組まれている消火訓

練や放水訓練は大切であることは言うまでもありませんが、その前提として「いのち」を守る行動

をどうししたら良いのか、このモデル事業を活用し体系づけることを目的に取り組みを進めていま

す。初年目としての令和３年度は、松本大学地域防災科学研究所及び島内地区地域づくりセン

ターの支援を受けながら取り組みを進め、第５常会をモデル常会としてスタートしました。今年度

は２年目として第1常会及び第３常会の取り組みを進めることとしております。

対象常会各戸へ説明文書配布～その一部



令和４年１１月１９日（土）
各組長より「安否確認・避難行動計画」発表

各組とも様々な計画が出来上り発表する組長も
自信ありげであった。
その後各常会ごといくつかの観点についてフリートーキング実施

家族内で１人ひとりの安否をどう

確認するか明確になっているか

昼と夜の体制につい

て検討してあるか

要支援者に対する支援

内容は十分か

車いす等介助が必要な人（支援

が必要な人）に誰がどう支援す

るか明確になっているか

情報のやり取りが困難

な人、情報の入手や発

信が困難な人は共有化

されているか

日本語の理解が

十分でない人へ

の対応方法は決

めてあるか
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集合場所へ誰と

行くのか決めて

あるか

一時集合場所は、組内の

方々が無理なく集まれる

場所になっているか

災害時に組内で安否確認をしたら誰に報告をす

るか、最終的に誰に情報を集約するかなどの手

順は決められているか（組内とりまとめの責任

者は明確になっているか）

一時集合場所に集まった後

の避難や、家が倒壊して助

けが必要な場合などについ

て検討してあるか

責任者がいない場合

誰にするか決めてあ

るか

一時集合場所に来な

い人への対応は明確

になっているか

通信手段が断絶している場合

の代替手段は決めてあるか

情報の目的外利用

は禁止について徹

底されているか

情報の目的外利用は

禁止について徹底さ

れているか

組内で情報

共有に課題

はないか

等
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昼夜休

隣組行動計画

どこに集まる
か

安否確認方法 避難 手助け その他

昼

ゴミステー
ション駐車
場

組長が訪問し安否確認
在宅無事の場合、玄関
近辺に黄色いタオルを
掲示
不在時は組長に電話･
メール連絡、不通時は
伝言ダイヤルまたは伝
言掲示板へ書き込み
常会長へ報告

各戸で避難必要と判断の
場合は組長と隣へ連絡、
一時集合場所（ゴミス
テーション駐車場）へ誘導、
島内体育館開設の場合は
人数把握後移動

昼は容易に安全確
認できるが、夜は
難しいので区分け
が必要だが、昼夜
と休日は必要がな
い

夜

休日

昼
島高松第一
公園

グループLINEを活用
し、各家庭の状況を報

告しあう
携帯に連絡または自宅

へ訪問し確認する
不通･機器使用不能の
場合は貼り紙や伝言ダ

イヤル活用

避難が必要な家庭は一緒
に島内体育館へ避難
避難人数は組長が把握し、
島高松本部へ報告

避難時に手助けが必要
な場合は名簿の連絡先
で報告しあう
年度初めに組長が集約
して要支援者への支援
方法を決定する

夜
島高松第一
公園

休日
島高松第一
公園

各隣組の「避難行動計画」（例）
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安否確認・避難行動」訓練に皆さんで参加してください
大規模災害発生に備えて、近所に住む人たちの「いのち」をお互いに支える仕組み「安否確認・避

難行動計画」づくりに取り組んでいただきありがとうございました。初年目の令和３年度は第５常

会を、今年度は２年目として第1常会及び第３常会の取り組みを進めてきました。今回は、隣組単位

で避難行動を的確にとるためにはどうしたらよいか、助けを必要な人に誰と誰がどのように手を貸

していくかを中心に皆さんで考えていただきました。

そこで、自分たちの計画を実際に動かしてみる「安否確認・避難行動」訓練を行うことにいたしま
した。わが組が作成した計画を実際に動かしてみて、足りない点や気づいた点をみんなで持ち寄り、
より一層進化させていこうではありませんか。

 

〇訓練の日  １２月１８日 日曜日 

〇内容  

 ■大地震の発生を午前１０時と設定します 

 ■各組の皆さんは組で決めた計画に沿って集合場所へ 

必ずマスクをして
．．．．．．

徒歩にて
．．．．

避難をしてください。 

 ■各組で助けが必要な方への声掛けをする役割の方は必ず訓練であることを伝えて声掛

けをしてください。（自宅で確認していただければ結構です） 

 ■できるだけ家族全員で行動してください。 

 ■集合場所で組長が全戸の安否等を確認し訓練は終わります。 

 ■体調不良の方はご無理なさらぬようお願いします。 

対象常会各戸へ説明訓練実施文書配布～その一部
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発災： 午前１０時・・・・・できるだけ多くの方の参加をお願いしてください
↓

町民は組で定めた手順を経て集合場所に徒歩で避難
↓

組長は避難の状況をシートに世帯毎聞き取りにより記入する
↓・・・・・集合場所に来ない世帯（不参加世帯含）は集合困難な被災世帯として記録

要支援者を支援する方が決まっている場合は聞き取り（常会長へ報告）
↓

全戸の動向が確認されたら時刻をシートに記入

↓
その後組単位に簡単に振り返りを行って解散指示
↓常会長が集合している場所へ移動

組長は「安否確認シート」提出時に要支援者の状況について常会長報告
↓

常会長は組長に振り返りシートを渡し提出を依頼
↓

常会長は組長から振り返りの意見を聴取し後刻集計表の記入欄へ記入
↓・・・・・常会長は組長に解散指示

常会長対策本部へ戻り集計シート提出

訓
練
実
施
の
フ
ロ
ー



災害時要支援者の支援訓練（個人情報取扱要領による）

①特に要支援者に対する安否確認をスムーズに行うための「安否確認システ

ム」の導入の試行的運用を社会福祉協議会及びアプリ開発会社の支援のも

と行った。

②組長及びモデル常会各戸に対しては組内に居住する要支援者に対しては、

必ず声掛けしていただくようあらかじめ要請した。

③地震発生の合図により、災害時要支援者の安否確認を行い、各集合場所単

位に「安否確認システム」へ入力し状況を知らせる。（常会長及び支援ス

タッフ）

④「組からの安否確認情報」と「要支援者台帳」の突合はアプリ上では確認

できた
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要
支
援
者
安
否
確
認
マ
ッ
プ
に
よ
る
確
認
状
況

（
本
部
に
て
）
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1・3・5常会計
安否確認

備
考世帯数 人数

世帯数合計 人数合計 参加 未確認（不参加） 参加 不参加

207 世帯 588 人 174 世帯 34 世帯 305 人 284 人
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前向きな意見を拾ってみた

こういう訓練が子供達にはよかった

家族構成を知ったり顔合わせができた。

災害発生の時は、組の皆さんで助け合いましょうとの皆さんの意見。

コミュニケーションに依る連携が取れて良かった

「大事なことです」という感想。

進んで参加してくれる女性が多かった



新たなモデル常会 第２常会 第４常会

２年目の常会 第１常会 第３常会

３年目の常会 第５常会

次年度に向けた取り組みについて

新たな組長への引継ぎ

アパート加入者や企業へのアプローチ

要支援者へのかかわり方の明確化

乗り越えるべき課題

2023/03/05 42
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■ 町会の「防災（初動の安否確認･避難支援」体制の構築
■ 「防災」を切り口としたコミュニケーションの増進、つな

がりづくり
■ 「防災」を切り口とした「隣組」の活性化と機能の強化
■ ちょっとずつ「ずく」を出し合う･「助け合い」の気持ち

を引き出す

■ 日頃の町会内のコミュニケーション・つながりづく
りのための活動、公民館活動

■ 「オレの意見が反映された」町会会員向けの広報
■ 「参加してよかった」機会づくり
■ 積み上げられてきた町会内の蓄積（成果も課題も）

「防災」に関する今回の直接的な取組み

「防災」に取り組むうえでの基盤となっている取組み



2023/03/05 44

こんな町会にな

りたい

参加して良かっ

た機会をたくさ

ん作る

１人１人が主役

人のつながりが

町会にとって欠

かせない

受け身の話し合

いを打開しなけ

れば

一方通行を双方

向に

プロセスの見え

る化

みんなが動き回

る町会に

健康で助けあい

にあふれた

島高松

おらが町会
ご清聴ありがと
うございました
🎵
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